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⚫ 日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金（企業活力強化貸付）」における貸付対象
に、「健康経営優良法人の認定を受けている方」が追加された。

⚫ ホワイト500又はブライト500には更なる優遇利率（特別利率②）が適用される。

利用できる方 健康経営優良法人の認定を受けている方

資金の使いみち
「働き方改革」に取り組むために必要な設備資金や長期運転資金
（長期運転資金には、建物等の更新に伴い一般的に施設等を賃借するために必要な資金を含む。）

融資限度額 ７億２千万円 （直接貸付）

利率（年）

⚫ 健康経営優良法人の認定を受けている方
：2億7千万円まで 特別利率①（※）

⚫ うちホワイト500又はブライト500の認定を受けている方
：2億7千万円まで 特別利率②（※）

⚫ 2億7千万円超 基準利率（※）

返済期間
⚫ 設備資金：20年以内（うち据置期間2年以内）
⚫ 長期運転資金：7年以内（うち据置期間2年以内）

（※）基準利率：1.20%、特別利率①：0.80%、特別利率②：0.60％（いずれも令和5年3月1日時点。貸付期間5年の場合。）
上記利率は、標準的な貸付利率であり、信用リスク（担保の有無を含む。）等に応じて所定の利率が適用される。

健康経営に対するインセンティブ措置（国）②
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⚫ マイナポータル等経由の情報やライフログデータ等を掛け合わせたサービスを、日常生活や医療機関受診時等に利
活用することが期待されており、今後は公的インフラとしての制度整備に加え、民間事業者と連携し環境整備を進
めていくことで様々なユースケースを創出していく。

３． PHR（パーソナルヘルスレコード）の推進
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４．介護分野の施策について

⚫ 仕事と介護の両立困難の発生に伴う諸課題への対応として、より幅広い企業が両立支
援に取り組むことを促していくことが必要。
→企業経営における仕事と介護の両立支援が必要となる背景・意義や両立支援の進め
方などをまとめた、企業経営層向けのガイドラインを公表。

企業における介護両立支援の全体像（ガイドラインより抜粋）

▼ガイドラインの詳細はこちら▼
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５．PFS/SIBの推進

⚫ ヘルスケア分野にPFS/SIBを導入促進することで、質の高いサービスを持つ事業者が、
参画・活躍する環境を構築。

⚫ 地方公共団体がPFS/SIBを導入することで、「行政事業の効率化・高品質化」や「財
政効果の創出」などが期待される。

成果連動型民間委託契約方式（PFS/SIB）

公共分野のヘルスケアマーケットを中心に、
課題解決に資する質の高いサービスを持つ

事業者が選ばれ、事業を担う

持続的な社会保障
制度構築への貢献

国民の健康増進 経済成長

＜PFS/SIB推進目的＞

(出所)一般財団法人社会変革推進財団HP

＜全体の仕組み＞
PFS・・・Pay For Success
（成果連動型民間委託契約方式を導入した事業）

SIB・・・Social Impact Bond






